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宮津市においては、総合戦略に掲げるこの5年間が、

『宮津の再生』の正念場であり、全力で宮津の再生に

向け挑戦しておられる。さらに、お客さまが増えて

いる今こそ、市民総参加、あらゆる業界が観光の取

り組みを進め、宮津全体で「稼ぐ観光」を目指して

いく時と謳っておられる。

当所においても、観光を基幹産業と位置付け、宮

津の賑わいづくりを再構築すべきと考えており、そ

の一つが浜町における「賑わいづくり」に関わる取

り組みである。

さらに、商工会議所の基本業務である小規模事業

者の支援では、人口減少と高齢化が産業基盤を大き

く揺るがす厳しい経営環境の中ゆえ、「経営発達支援

計画」にのっとり取り組んでいく。

業務執行の考え方

①各種事業の取り組みにあたっては、会議所事業

としての重要度、緊急性等を判断し取り組む。

②特に行催事の実施にあたっては、地域経済の活

性化につながる取り組みを基本とする。

③企業活動においては、労働生産性の向上と働き

方改革を目指す。

を基本に判断し取り組んでいく。

取り組みにあたっては、会議所の役職員一同、会

員の声を真摯に受け止め、今、何をなすべきかを考

えて会員企業の繁栄、地域経済の発展を期して一歩

いっぽ着実に実行していく。

平成29年度　基本的な事項

平成29年3月29日に開催されました通常議員総会におきまして、平成29年度事業計画並びに収支予算

をご承認いただきました。その概要につきましてお知らせいたします。

平成29年度　主な事業・予算

平成29年度事業計画並びに収支予算が承認されました

【観光振興に関する事業】1,520千円

観光関連行事、その他観光振興事業

【運営に関する事業】1,000千円

役職員研修、三役会・常議員会開催、部会・

委員会開催

【商工振興に関する事業】968千円

中心市街地まちづくり事業、地区振興等

【労務に関する事業】550千円

従業員表彰、会員表彰、各種検定試験他労務

関連事業

【地域振興に関する事業】1,070千円

宮津農水商工観連携事業、宮津まちづくり事

業、経済波及効果測定他地域振興事業

【経営改善普及事業】41,492千円

講演会・講習会、経営・税務・労務・金融・

新規開業等相談、中小企業応援隊事業等

【共 済 事 業 等】7,640千円

生命共済、労働保険、小規模企業共済等

宮津商工会議所青年部新入会員募集中！！
あなたも宮津商工会議所青年部の一員となり、企業経営の勉強や会員との親睦を通して、

情報交換や自己研鑚をはかり、事業所の発展、また自己のスキルアップに役立ててみませ

んか？そして一緒に宮津を盛り上げましょう！！

お問い合わせ：0772-22-5131（事務局：矢野）
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『Made in 宮津のお土産物づくり（商品開発・改良事業）』のご報告

◆◇ 浜町地区の地域振興拠点の具体化に向けた進捗状況について ◇◆

■□翻訳復刻版「SASSA YO YASSA」の発行について□■

平成29年1月から、当所と一緒にパイロット事業施設開業準備等の業務を進めています。

併せて、今後は、浜町地区（道の駅）を核として、中心市街地の各機能をつなぎ、「人と人」「地域と地域」

をつなぎ、浜町地区から宮津駅のL字型、そしてまちなか全体の活性化も目指していきます。

■事業パートナーの

会社概要

会社の主な

業務内容

代表取締役

会社名

地方創生コンサルティング業務

店舗・カルチャースクールの企画・運営

不動産活用事業

坂本　亮（37歳）

ハマカゼプロジェクト株式会社

宮津農水商工観連携会議では、「Made in 宮津のお土産物づくり事業」に申請のあった事業所に対し、新商品

の開発や既存商品の改良を支援してきました。支援においては、地域ブランディングなどを手掛ける東京農工

大学客員教授の福井隆氏とともに事業所を訪問し、アドバイスなどを行ってきました。

今年度は、4事業所計9品の新商品が完成しました。宮津市内で生産された農林水産物や加工品を使って作ら

れる宮津ならではの商品です。是非、一度ご利用ください。

コロッケ
3兄弟アカモクネーズ

アカモク
ふりかけ3種

浜文商店【122-2695】

当所では、先日選定した事業パートナーとともに、地域振興拠点の具体化に向けて、道の駅の機能拡充に取

り組んでいます。現在、宮津まごころ市（直売所）横に新設される店舗の運営準備を進めており、飲食及び物

販、鮮魚などを取り扱う機能をもった店舗を計画しています。

また、宮津まごころ市とも様々な点において連携し、道の駅全体のにぎわいづくりに取り組みます。今後に

おいても、会員の皆さまに進捗状況をお知らせしていきます。

～宮津SASSA YO YASSA実行委員会からのお知らせ～

宮津農水商工観連携会議からのご報告

「SASSA YO YASSA」とは、明治時代後期にドイツ人作家ケラーマンが宮津に長逗留した

体験記をまとめたものであり、当時の宮津市街地の情景が詳しく描かれ

ています。多くの皆さまに宮津が本来持っている魅力を知っていただき

たい思いから、今回その復刻版の冊子を作成しましたので、先着順とは

なりますが、ご興味のある方は是非、会議所へお声掛けください。

■問い合わせ先／事業推進課145-1105（受付時間：8時30分～17時30分）

発行前に開催したワークショップの模様

きざき【122-6498】 福寿亭（田政）【127-0545】

特選鯖へしこ 小鯵の佃煮 蟹の子 勢子蟹ほぐし身

F&Bハウス【128-0310】



平成29年の年度更新の申告・納付期限は　6月1日（木）～7月10日（月）です。

尚、労働保険料等の算出方法は変わりません。（平成28年4月1日～平成29年3月31日の期間の申告）

又、昨年度と同様に石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告納付も併せてお願いします。

◎労働保険事務組合　事務委託事業所様
当所労働保険事務組合で事務委託をお受けしている事業所の皆さまにおかれましては、申告・納付等の手続きを当事

務組合が代行いたしますので、後日、当所から郵送する書類のみ、期日までに当所へご提出いただきますようお願いい

たします。（期日：平成29年5月8日（月）必着）

◆保険料を分納される場合

◎平成29年度の雇用保険料率が引き下げられました。 （平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

※詳しくは、厚生労働省ＨＰにてご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf

労働保険のお知らせ！　事業主の皆さま 労働保険のお知らせ！　事業主の皆さま 
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納期限（口座振替日）

対 象 事 業 所

労働保険事務組合事務委託事業所

3 回 分 納
第 1 期

８月８日
第 2 期

11月１日
第 3 期

翌年１月31日

◇珠算検定試験

＊平成29年度より受験料が改定されました。詳細はお問い合わせください。

◇簿記検定試験

＊平成29年度より3級の受験料が2,800円に改定されましたので、ご注意ください。
＊簿記検定試験につきましてはインターネットでの申込みも受け付けています。
詳細及び申込みは、当所ホームページをご覧ください。

平成29年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内平成29年度　宮津商工会議所施行検定試験のご案内

第210回（1～6級）

第211回（1～6級）

第212回（1～6級）

施行期日

Ｈ29．06．25（日）

Ｈ29．10．22（日）

Ｈ30．02．11（日）

申込受付期間

Ｈ29．04．17（月）～Ｈ29．05．23（火）

Ｈ29．08．14（月）～Ｈ29．09．19（火）

Ｈ29．12．04（月）～Ｈ30．01．09（火）

申　込　先

宮津商工会議所

1 0772-22-5131

第146回（1～3級）

第147回（1～3級）

第148回（2～3級）

施行期日

Ｈ29．06．11（日）

Ｈ29．11．19（日）

Ｈ30．02．25（日）

申込受付期間

Ｈ29．04．03（月）～Ｈ29．05．12（金）

Ｈ29．09．11（月）～Ｈ29．10．20（金）

Ｈ29．12．18（月）～Ｈ30．01．26（金）

申　込　先

宮津商工会議所

1 0772-22-5131

事業の種類

一般の事業

農林水産・清酒製造業

建設の事業

①労働者負担分

３／１０００

４／１０００

４／１０００

②事業主負担分

６／１０００

７／１０００

８／１０００

①＋②雇用保険料率

９／１０００

１１／１０００

１２／１０００

平成29年度改定後の健康保険料率及び介護保険料率は、以下のとおりとなります。

平成29年3月分（4月納付分）からの

健康保険料率・介護保険料率について

健康保険料率　9.99％（－0.01％）

介護保険料率　1.65％（＋0.07％）

平成29年度第１期分会費口座振替日は、

5月25日となります。
※口座振替でない方につきましては、口

座振替の会費納入をお勧めいたしており

ます。手続きに関しましてはお電話にて

お尋ねください。（10772-22-5131）

当所会費納入の
お願いとお知らせ
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ニューストピックス

去る、3月8日に副会頭他25名参加のもと、岡山県

の先進地の視察研修会を開催。

最初に笠岡市の道の駅「笠岡ベイファーム」の施設

見学を行い、駅長の池田様から年間目標売上の５倍を

達成するまでの苦労話など、中身の濃い話を伺った。

昼食後は、「三菱自動車工業㈱水島製作所」の工場見

学を行い、ロボットによる組み立て工程など最新技術に圧倒される内容であった。

早朝からの視察となったが、参加者の方々も大変満足され、帰路についた。

先進地の視察研修会を開催

Visit3/8

去る、２月28日に由良ご出身の東京海上日動火災

保険㈱の常務執行役員 小室 知彦 氏をお招きして

『未来予想図への挑戦』と題した講演会を開催。

当日は110名の聴講者のもと、自動車業界の未来

予想図、そして来るべき時代に向けた保険会社の挑

戦など、事例を交えての大変意義のあるご講演をい

ただき、参加者は熱心に耳を傾けた。

2017新春経済講演会を開催

Seminar2/28

宮 津 商 工 会 議 所

退職のご挨拶
私共　この度3月31日をもちまして宮津商工会議所を

退職いたしました。
会員の皆さま方を始め関係各位の心温まるご指導ご鞭

撻をいただき、お蔭をもちまして大過なく今日を迎える
ことが出来ました。
これも一重に皆さま方のご厚情の賜と深く感謝いたし

ております。

平成27年9月に個人情報保護

法が改正されました。これによ

り、平成27年9月9日（公布日）

から2年以内の政令で定める日

【全面施行日：平成29年5月30

日】以降は、顧客や従業員の個

人情報（氏名、電話番号、住所

等）を紙面やパソコンで名簿化

して事業に活用してるすべての

事業者は、個人情報保護法のル

ールに沿った個人情報の取扱い

が求められます。

詳しくは、個人情報保護委員

会のHP及び「個人情報保護法

質問ダイヤル」をご利用くださ

い。

■個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/

■個人情報保護法質問ダイヤル
103-6457-9849
受付時間 9:30～17:30

（平日のみ）

宮
津
商
工
会
議
所
の
共
済
制
度
の
ご
案
内

宮津商工会議所では、会員相互の連携を深めつつ、共済制度や会員さま向けサービスの普及に微力を尽くしているところ

でございますが、おかげさまで、制度等のご活用も徐々に裾野が広がっており、まずは心から厚くお礼申しあげます。

その一方で、商工会議所の会員サービスや共済事業についてご存じない企業さまがまだまだ数多くあり、さらに多くの会

員さまに、商工会議所の会員サービスや共済事業をご活用いただき、より良い地域づくりに貢献したいと考えております。

当所では、アクサ生命さまと連携し、3月から5月にかけて福祉共済制度推進期間をスタートさせました。会員事業所の

皆さまにおかれましては、この機会に共済制度のご利用をご検討賜りますとともに、皆さま方の親密先・お取引先の中から、

会員サービスや共済制度に親和性があると見込まれる事業所さまがございましたら、是非ともご紹介を頂きますよう何とぞ

よろしくお願い申し上げます。

今後とも、宮津商工会議所の運営にご支援、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、皆さま方のご健勝とご活躍を

心からお祈りいたしまして、略儀ながら書中をもってご
挨拶かたがたお礼申し上げます。

平成29年4月
小嶋　　滋（前事務局長）
倉野　祐樹（前事業推進課）

個人情報を事業に活用する

すべての事業者に
個人情報保護法
が適用されます。

【引受会社：アクサ生命保険㈱　10773-23-7479 問い合わせ先：宮津商工会議所　10772-22-5131】

制度名/保険種類 制度/保険種類の特長

福祉共済制度

特定退職金共済制度
[新企業年金保険]
※次回加入10月

役員及び従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

従業員の退職金準備にご活用いただけます。

・役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・事業保障資金準備・事業資金積立にご活用になれます。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額もしくは一部損金に算入できます。
（法人税基本通達9-3-5）

・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
（賃金の支払いの確保等に関する法律　昭和51年法律第34号）
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
（法人税法施行令　第135条）


